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　品川区では生垣・植栽を接道部に設置する場合に、その外の植込縁石・フェンス

設置などを含めた費用の一部を補助します。

《助成を受けられる方》

次の土地を所有または管理する方。

●住宅の敷地　●駐車場の敷地　●事務所・事業所の敷地　●工場・倉庫の敷地

●その他区長が特に必要と認めるもの

　（ただし、「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」の適用を受ける事業者

　及び「品川区みどりの条例」に基づく緑化計画書の提出を義務付けられている物件に関しては

　対象となりません）

　地域のシンボルとなっているような古木や大木などを、所有者の同意を得て、

保存樹に指定しています。

　指定された場合も、所有者は保存樹をつねに良好な状態に保つよう維持管理することをお願いし

ます。所有者の負担を軽減するため、所有者からの申請により、区は保存樹に対して次のことを区

の費用負担で実施しています。

①保存樹木の剪定（3年度以上に1回）

②病害虫駆除・カラス巣の撤去（発生主義：随時）

③保存樹木の診断

　保存樹木の指定基準は、地上1.5mの

高さにおける幹回りが1.2m以上の立木

です。指定手続時には区の現地確認も

必要となります。

　また、指定後に、やむを得ず指定解

除する場合は区長への届出が必要にな

ります。



※

備

　
考

第１１号様式（第１０条関係）

緑化確認通知書

　　　　　  年　　月　　日付で届出のあった緑化完了届のとおり緑化が完了してい

ることを確認しましたので、品川区みどりの条例施行規則第１０条第４項の規定に

より通知します。

記

建
築
行
為
等
の
概
要

緑

　
化

　
計

　
画

敷

　
地

　
内

処

　理

　経

　過

建築物等の名称

所 在 地

用 途 地 域

敷 地 面 積

施 工 予 定

設 計 者

施 工 者

接 道 部

建 築 物 用 途

建 築 面 積

法 定 建 蔽 率

建 蔽 率

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

地 上 部

屋 上 部

品川区　　　　　　　　丁目　　　　 　番　　　 号

㎡ ㎡

番 号　※ №

受 付　※　    年　　月　   日（　）

着工　　　  年　　月　　日 〜 完了　　　  年　　月　　日 総合設計制度等

敷地面積1,000㎡

以上の場合は必須

接道部長さ

緑化率

緑化長さ

緑化率

緑化面積

高木（Ｈ≧3ｍ）

中木（3ｍ＞Ｈ≧1.5ｍ）

低木（1.5ｍ＞Ｈ）

地被類・その他

緑化率

緑化面積

ｍ

％

ｍ

％

㎡

本

本

株

　

％

㎡

　

％

ｍ

％

　　　　　　 ㎡

本

本

株

　

　 　　　　
％

　　  　　　　㎡

　 　　　　％

　

地上部　　　　　　　　　　　ｍ

　　壁面・ベランダ 等 　　　　　　ｍ

　

※屋上等への振替面積（　　　　　　　　）㎡

（うち既存木　　　　　　　 本）　　

（うち既存木　　　　　　　 本）　　

（うち既存木　　　　　　　 株）　　

地被類　　　　　　㎡・株　 その他　　　　　　㎡・株

　屋上　　　　　　　　　　　　㎡

壁面　　　　　　　　　　　　㎡

ベランダ　　　　　　　　　　㎡

※地上部への振替面積（　　　　　　　  ）㎡

　　　　　　　　　　　　　㎡敷　地　内　緑　化　合　計

※

基 準 値 計 画 値 計 画 値 の 内 訳

担当 氏名 電話防災まちづくり部公園課みどりの係

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　　月　　　日

印

様

品　川　区　長

％

％

※には記入しないでください
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第１０号様式（第１０条関係）

緑　化　完　了　届

　品川区みどりの条例施行規則第１０条第３項の規定により、下記のとおり

緑化完了届を提出します。

品 川 区 長 　あて

年　　　月　　　日

決

　

 

裁

課　長 係　長 係　員 公印照合

 住所

代理人  氏名

 電話　　　（　　　　）

（法人にあっては、その事務所の所在地、名称および代表者の氏名）

 住所

事業主  氏名

 電話　　　（　　　　）

Ａ　　　　　　  　 Ｂ　　　　　　  

　

Ｃ+Ｄ=Ｅ　　　　　　　　　　　　　

緑化完了届受理

確認（区長印押印済）

確認通知書交付

※正本には第10号・第11号様式を綴じてください　※副本には第11号様式のコピーを綴じてください

※

処

理

欄

記

建
築
行
為
等
の
概
要

緑

　
化

　
計

　
画

敷

　
地

　
内

処

　理

　経

　過

建築物等の名称

所 在 地

用 途 地 域

敷 地 面 積

施 工 予 定

設 計 者

施 工 者

接 道 部

建 築 物 用 途

建 築 面 積

法 定 建 蔽 率

建 蔽 率

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

地 上 部

屋 上 部

品川区　　　　　　　　丁目　　　　 　番　　　 号

㎡ ㎡

番 号　※ №

受 付　※　    年　　月　   日（　）

着工　　　  年　　月　　日 〜 完了　　　  年　　月　　日 総合設計制度等

敷地面積1,000㎡

以上の場合は必須

接道部長さ

緑化率

緑化長さ

緑化率

緑化面積

高木（Ｈ≧3ｍ）

中木（3ｍ＞Ｈ≧1.5ｍ）

低木（1.5ｍ＞Ｈ）

地被類・その他

緑化率

緑化面積

ｍ

％

ｍ

％

㎡

本

本

株

　

％

㎡

　

％

ｍ

％

　　　　　　 ㎡

本

本

株

　

　 　　　　
％

　　  　　　　㎡

　 　　　　％

　

地上部　　　　　　　　　　　ｍ

　　壁面・ベランダ 等 　　　　　　ｍ

　

※屋上等への振替面積（　　　　　　　　）㎡

（うち既存木　　　　　　　 本）　　

（うち既存木　　　　　　　 本）　　

（うち既存木　　　　　　　 株）　　

地被類　　　　　　㎡・株　 その他　　　　　　㎡・株

　屋上　　　　　　　　　　　　㎡

壁面　　　　　　　　　　　　㎡

ベランダ　　　　　　　　　　㎡

※地上部への振替面積（　　　　　　　  ）㎡

　　　　　　　　　　　　　㎡敷　地　内　緑　化　合　計

※

基 準 値 計 画 値 計 画 値 の 内 訳

担当 氏名 電話防災まちづくり部公園課みどりの係

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

％

％

※には記入しないでください

Ｄ/Ｂ

Ｅ/Ａ

Ｄ

Ｃ
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※

備

　
考

第９号様式（第１０条関係）

緑化計画認定通知書

〔当初、変更（第　　回）〕

　　　　　　年　　　月　　　日付で提出された緑化計画を認定いたしましたので、

品川区みどりの条例施行規則第１０条第２項の規定により通知します。

記

建
築
行
為
等
の
概
要

緑

　
化

　
計

　
画

敷

　
地

　
内

処

　理

　経

　過

建築物等の名称

所 在 地

用 途 地 域

敷 地 面 積

施 工 予 定

設 計 者

接 道 部

地 上 部

年　　　月　　　日

品川区　　　　　　　　丁目　　　　 　番　　　 号

　　　　　　  　 　　　　　　  

総合設計制度等

敷　地　内　緑　化　合　計

※

基 準 値 計 画 値 計 画 値 の 内 訳

担当 氏名 電話防災まちづくり部公園課みどりの係

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

様

※には記入しないでください

印品　川　区　長

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

屋 上 部
敷地面積1,000㎡

以上の場合は必須

接道部長さ

緑化率

緑化長さ

緑化率

緑化面積

高木（Ｈ≧3ｍ）

中木（3ｍ＞Ｈ≧1.5ｍ）

低木（1.5ｍ＞Ｈ）

地被類・その他

緑化率

緑化面積

ｍ

％

ｍ

％

㎡

本

本

株

　

％

㎡

　

％

ｍ

％

　　　　　　 ㎡

本

本

株

　

　 　　　　
％

　　  　　　　㎡

　 　　　　％

　

地上部　　　　　　　　　　　ｍ

　　壁面・ベランダ 等 　　　　　　ｍ

　

※屋上等への振替面積（　　　　　　　　）㎡

（うち既存木　　　　　　　 本）　　

（うち既存木　　　　　　　 本）　　

（うち既存木　　　　　　　 株）　　

地被類　　　　　　㎡・株　 その他　　　　　　㎡・株

　屋上　　　　　　　　　　　　㎡

壁面　　　　　　　　　　　　㎡

ベランダ　　　　　　　　　　㎡

※地上部への振替面積（　　　　　　　  ）㎡

　　　　　　　　　　　　　㎡

建 築 物 用 途

建 築 面 積

法 定 建 蔽 率

建 蔽 率㎡㎡

番 号　※ №

受 付　※　    年　　月　   日（　）

着工　　　  年　　月　　日 〜 完了　　　  年　　月　　日

％

％
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第８号様式（第１０条関係）

緑　化　計　画　書

〔当初、変更（第　　回）〕

　品川区みどりの条例第１３条第１項および第２項の規定により、下記のとおり

緑化計画書を提出します。

品 川 区 長 　あて

年　　　月　　　日

 住所

代理人  氏名

 電話　　　（　　　　）

緑化計画に関する権限を左記代理人に委任する。（法人にあっては、その事務所の所在地、名称および代表者の氏名）

 住所

事業主  氏名

 電話　　　（　　　　）

決

　

 

裁

課　長 係　長 係　員 公印照合

記

建
築
行
為
等
の
概
要

緑

　
化

　
計

　
画

敷

　
地

　
内

処

　理

　経

　過

建築物等の名称

所 在 地

用 途 地 域

敷 地 面 積

施 工 予 定

設 計 者

接 道 部

地 上 部

品川区　　　　　　　　丁目　　　　 　番　　　 号

　　　　　　  　 　　　　　　  

総合設計制度等

敷　地　内　緑　化　合　計

※

基 準 値 計 画 値 計 画 値 の 内 訳

担当 氏名 電話防災まちづくり部公園課みどりの係

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

※には記入しないでください

緑化計画書受理

確認（区長印押印済）

確認通知書交付

※正本には第８号・第９号様式を綴じてください　※副本には第８号様式のコピーを綴じてください

※

処

理

欄

Ａ　　　　　　  　 Ｂ　　　　　　  

　

Ｃ+Ｄ=Ｅ　　　　　　　　　　　　　

Ｄ/Ｂ

Ｅ/Ａ

Ｄ

Ｃ

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

屋 上 部
敷地面積1,000㎡

以上の場合は必須

接道部長さ

緑化率

緑化長さ

緑化率

緑化面積

高木（Ｈ≧3ｍ）

中木（3ｍ＞Ｈ≧1.5ｍ）

低木（1.5ｍ＞Ｈ）

地被類・その他

緑化率

緑化面積

ｍ

％

ｍ

％

㎡

本

本

株

　

％

㎡

　

％

ｍ

％

　　　　　　 ㎡

本

本

株

　

　 　　　　
％

　　  　　　　㎡

　 　　　　％

　

地上部　　　　　　　　　　　ｍ

　　壁面・ベランダ 等 　　　　　　ｍ

　

※屋上等への振替面積（　　　　　　　　）㎡

（うち既存木　　　　　　　 本）　　

（うち既存木　　　　　　　 本）　　

（うち既存木　　　　　　　 株）　　

地被類　　　　　　㎡・株　 その他　　　　　　㎡・株

　屋上　　　　　　　　　　　　㎡

壁面　　　　　　　　　　　　㎡

ベランダ　　　　　　　　　　㎡

※地上部への振替面積（　　　　　　　  ）㎡

　　　　　　　　　　　　　㎡

建 築 物 用 途

建 築 面 積

法 定 建 蔽 率

建 蔽 率㎡㎡

番 号　※ №

受 付　※　    年　　月　   日（　）

着工　　　  年　　月　　日 〜 完了　　　  年　　月　　日

％

％
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｟
公
共
施
設
の
緑
化
基
準
｠

第
八
条
　
条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
一
に
定

　
め
る
と
お
り
と
す
る
。

｟
民
間
施
設
の
緑
化
基
準
｠

第
九
条
　
条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第

　
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

｟
緑
化
計
画
書
｠

第
十
条
　
条
例
第
十
三
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
に
規
定
す
る
緑
化
計
画
書
の
提

　
出
は
、
緑
化
計
画
書
｟
第
八
号
様
式
｠
に
緑
化
に
関
す
る
計
画
を
明
ら
か
に
す

　
る
図
面
等
を
添
え
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
区
長
は
、
前
項
の
緑
化
計
画
書
を
認
定
し
た
と
き
は
、
緑
化
計
画
書
認
定
通

　
知
書
｟
第
九
号
様
式
｠
に
よ
り
通
知
す
る
。

3
　
前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
緑
化
を
完
了
し
た
と
き
は
、
緑
化
完
了

　
届
｟
第
十
号
様
式
｠
に
緑
化
の
完
了
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
図
面
等
を
添

　
え
て
区
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
区
長
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
緑
化

　
が
完
了
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
緑
化
確
認
通
知
書
｟
第
十
一
号
様
式
｠
に
よ

　
り
通
知
す
る
。

｟
モ
デ
ル
地
区
の
指
定
基
準
｠

第
十
一
条
　
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
モ
デ
ル
地
区
は
、
次
に
掲
げ
る

　
地
区
と
す
る
。

　
一
　
み
ど
り
の
保
全
モ
デ
ル
地
区
　
緑
被
率
が
比
較
的
高
い
地
域
に
お
い
て
、

　
　
今
あ
る
み
ど
り
の
保
全
を
図
る
地
区

　
二
　
み
ど
り
の
推
進
モ
デ
ル
地
区
　
緑
被
率
が
比
較
的
低
い
地
域
に
お
い
て
、

　
　
緑
化
の
推
進
を
図
る
地
区

2
　
前
項
に
規
定
す
る
モ
デ
ル
地
区
は
、
一
町
会
の
区
域
を
標
準
と
す
る
。

｟
モ
デ
ル
地
区
の
指
定
の
公
表
｠

第
十
二
条
　
条
例
第
十
四
条
第
三
項
｟
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
｠
に
規
定
す
る
公
表
は
、
次
の
事
項
を
区
の
広
報
紙
に
掲
載
す
る
方
法

　
等
に
よ
り
行
う
。

　
一
　
モ
デ
ル
地
区
の
名
称
お
よ
び
位
置

　
二
　
モ
デ
ル
地
区
の
区
域
お
よ
び
面
積

｟
み
ど
り
の
協
定
の
申
請
｠

第
十
三
条
　
条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
み
ど
り
の
協
定
の
認
定
を
受
け

　
よ
う
と
す
る
区
民
ま
た
は
事
業
者
は
、
み
ど
り
の
協
定
認
定
申
請
書
｟
第
十
二

　
号
様
式
｠
に
よ
り
区
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
図
面
、
写
真
そ
の
他
協
定
の
内

　
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
区
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
受
け
た
み
ど
り
の
協
定
に

　
つ
い
て
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
し
た
と
き
は
、
み
ど
り

　
の
協
定
認
定
書
｟
第
十
三
号
様
式
｠
を
交
付
す
る
。

｟
み
ど
り
の
協
力
員
｠

第
十
四
条
　
条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
み
ど
り
の
協
力
員
の
定
数
は
、
五
十
人

　
以
内
と
す
る
。

2
　
み
ど
り
の
協
力
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

3
　
み
ど
り
の
協
力
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
補
欠
の
み
ど
り
の
協
力
員
を

　
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
み
ど
り
の
協
力
員
の
任
期
は
、
前
任

　
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

｟
身
分
証
明
書
｠

第
十
五
条
　
条
例
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
第
十

　
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

｟
違
反
行
為
の
公
表
の
方
法
｠

第
十
六
条
　
条
例
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
公
表
は
、
区
の
広
報
紙
に
掲
載
す
る

　
方
法
等
に
よ
り
行
う
。

｟
委
任
｠

第
十
七
条
　
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
区
長
が
定
め
る
。

付
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



品
川
区
み
ど
り
の
条
例
施
行
規
則
｟
平
成
六
年
六
月
一
日
・
品
川
区
規
則
第
二
十
八
号
｠
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｟
趣
旨
｠

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
品
川
区
み
ど
り
の
条
例
｟
平
成
六
年
品
川
区
条
例
第
十

　
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
｠
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

　
も
の
と
す
る
。

｟
定
義
｠

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用

　
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

　
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
法
定
建
蔽
率
　
建
築
基
準
法
｟
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
〇
一
号
｠
　
　

　
　
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
建
蔽
率
の
最
高
限
度
を
い
う
。

　
二
　
総
合
設
計
制
度
等
　
建
築
基
準
法
第
五
十
九
条
の
二
、
第
八
十
六
条
第
一

　
　
項
か
ら
第
四
項
ま
で
ま
た
は
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に

　
　
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

　
三
　
再
開
発
等
促
進
区
　
都
市
計
画
法
｟
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
一
〇
〇
号
｠

　
　
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区
を
い
う
。

　
四
　
高
度
利
用
地
区
　
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
高
度
利
用
地
区

　
　
を
い
う
。

　
五
　
特
定
街
区
　
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
特
定
街
区
を
い
う
。

　
六
　
建
築
面
積
　
建
築
基
準
法
施
行
令
｟
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
三
八
号
｠

　
　
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
面
積
を
い
う
。

｟
保
存
樹
木
等
の
指
定
基
準
｠

第
三
条
　
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ

　
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
樹
木
　
地
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
幹
回
り
が
一
・
ニ
メ
ー

　
　
ト
ル
以
上
の
立
木

　
二
　
樹
林
　
樹
林
｟
樹
冠
に
す
き
ま
が
な
い
立
木
の
集
団
で
、
前
号
の
基
準
に

　
　
該
当
す
る
樹
木
を
一
本
以
上
含
む
も
の
を
い
う
。
｠
の
面
積
が
三
百
平
方

　
　
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
も
の

　
三
　
生
け
垣
　
高
さ
が
○
・
九
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
そ
の
長
さ
が
三
十
メ
ー
ト

　
　
ル
以
上
あ
り
、
か
つ
、
良
好
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の

　
四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
区
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も

　
　
の

｟
保
存
樹
木
等
の
指
定
手
続
｠

第
四
条

　条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
等
の
同
意
は
、
指
定
同
意
書

　
｟
第
一
号
様
式
｠
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
は
、
指
定
通
知
書
｟
第
二
号
様
式
｠

　
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

｟
標
識
お
よ
び
台
帳
｠

第
五
条
　
条
例
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
識
は
、
指
定
標
識
｟
第
三
号
様
式
｠

　
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
条
例
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
台
帳
は
、
指
定
台
帳
｟
第
四
号
様
式
｠
に

　
よ
る
も
の
と
す
る
。

｟
変
更
届
｠

第
六
条
　
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
届
出
は
、
変
更
届
｟
第
五
号
様
式
｠
に
よ
る

　
も
の
と
す
る
。

｟
保
存
樹
木
等
の
指
定
解
除
｠

第
七
条
　
条
例
第
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
申
出
は
、
指
定
解
除
申
出
書
｟
第
六

　
号
様
式
｠
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
条
例
第
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
保
存
樹
木
等
と
し
て
相
当
で
な
く
な
っ
た

　
と
き
と
は
、
保
存
樹
木
等
が
第
三
条
各
号
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
な
く

　
な
っ
た
と
き
と
す
る
。

３
　
区
長
は
、
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
樹
木
等
の
指
定
の
解
除
を
し
た

　
と
き
は
、
指
定
解
除
通
知
書
｟
第
七
号
様
式
｠
に
よ
り
所
有
者
等
に
通
知
す
る
。



第
十
五
条
　
み
ど
り
を
保
護
し
、
育
成
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
所
有
し
、
ま

　
た
は
管
理
す
る
土
地
に
つ
い
て
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
す
る
協
定

　
｟
以
下
「
み
ど
り
の
協
定
」
と
い
う
。
｠
を
締
結
し
た
場
合
は
、
み
ど
り
の
協

　
定
書
を
作
成
し
、
区
長
に
提
出
し
て
そ
の
認
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 
区
長
は
、
み
ど
り
の
協
定
が
、
こ
の
条
例
の
目
的
に
照
ら
し
て
適
当
で
あ
る

　
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
区
長
は
、
み
ど
り
の
協
定
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
協
定
に
係
る
土
地
の

　
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
規
定
は
、
み
ど
り
の
協
定
の
廃
止
お
よ
び
変
更
に

　
つ
い
て
準
用
す
る
。

｟
み
ど
り
の
協
力
員
｠

第
十
六
条
　
区
に
、
み
ど
り
の
協
力
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
み
ど
り
の
協
力
員
は
、
区
民
の
う
ち
か
ら
区
長
が
委
嘱
す
る
。

3
　
み
ど
り
の
協
力
員
は
、
区
が
実
施
す
る
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
す

　
る
施
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
緑
化
の
推
進
に
努
め
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

｟
自
主
的
団
体
の
育
成
｠

第
十
七
条
　
区
長
は
、
区
民
が
組
織
す
る
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
す
る

　
活
動
を
行
う
自
主
的
団
体
の
育
成
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｟
普
及
啓
発
｠

第
十
八
条
　
区
長
は
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に

　
関
す
る
知
識
の
普
及
お
よ
び
啓
発
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｟
助
成
｠

第
十
九
条
　
区
長
は
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
当
該
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｟
実
地
調
査
｠

第
二
十
条
　
区
長
は
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め

　
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
区
長
が
指
定
す
る
職
員
に
実
地
調
査
を
さ
せ

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
実
地
調
査
に
当
た
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｟
国
等
に
対
す
る
要
請
｠

第
二
十
一
条
　
区
長
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と

　
認
め
る
と
き
は
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
、
そ
の
所
有
し
、
ま

　
た
は
管
理
す
る
土
地
も
し
く
は
施
設
等
に
お
け
る
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成

　
に
つ
い
て
、
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｟
違
反
行
為
の
公
表
｠

第
二
十
二
条
　
区
長
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ

　
の
違
反
の
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｟
委
任
｠

第
二
十
三
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

付
　
則

1
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
　
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
品
川
区
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
要
綱
｟
昭
和
六
十
年

　
品
川
区
要
綱
第
二
百
五
十
三
号
｠
の
規
定
に
よ
り
区
長
が
行
っ
た
保
存
樹
木
等

　
の
指
定
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
り
区
長
が
行
っ
た
保

　
存
樹
木
等
の
指
定
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。
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四
　
住
所
ま
た
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
。

　
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
保
存
樹
木
等
に
異
変
が
あ
っ
た
と
き
。

｟
指
定
の
解
除
｠

第
十
条
　
区
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
保
存
樹
木
等

　
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
前
条
第
一
号
ま
た
は
第
二
号
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

　
二
　
保
存
樹
木
等
の
所
有
者
等
か
ら
指
定
の
解
除
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。

　
三
　
保
存
樹
木
等
と
し
て
相
当
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

｟
公
共
施
設
の
緑
化
｠

第
十
一
条
　
区
長
は
、
区
が
設
置
し
、
ま
た
は
管
理
す
る
道
路
、
河
川
、
公
園
、

　
学
校
、
庁
舎
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
緑
化
に

　
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｟
民
間
施
設
の
緑
化
｠

第
十
二
条
　
区
民
お
よ
び
事
業
者
は
、
当
該
住
宅
、
事
業
所
等
の
敷
地
に
つ
い
て
、

　
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
緑
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
区
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
緑
化
を
行
う
者
に
対
し
て
、
緑
化
に
関
す

　
る
相
談
、
指
導
、
助
言
お
よ
び
助
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

｟
建
築
行
為
等
の
届
出
｠

第
十
三
条
　
敷
地
面
積
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

　
当
す
る
建
築
行
為
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
事
前
に
そ
の
建
築
行
為
等
に
係

　
る
敷
地
｟
敷
地
面
積
が
一
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
規

　
則
で
定
め
る
当
該
建
築
物
の
屋
上
、
壁
面
、
ベ
ラ
ン
ダ
等
を
含
む
。
｠
の
緑
化

　
に
関
す
る
計
画
書
｟
以
下
「
緑
化
計
画
書
」
と
い
う
。
｠
を
区
長
に
提
出
し
、

　
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
建
築
基
準
法
｟
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
｠
第
六
条
第
一
項
に
規

　
　
定
す
る
確
認
を
必
要
と
す
る
建
築
行
為

　
二
　
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
を
必
要
と
す
る
建
築
行

　
　
為

　
三
　
都
市
計
画
法
｟
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
｠
第
四
条
第
十
二
項
に
規
定

　
　
す
る
開
発
行
為

　
四
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
｟
平
成
十
二
年
東

　
　
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
｠
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
作
業

　
　
場
を
設
置
す
る
行
為

2
　
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
有
す
る
敷
地
に
お
い
て
建
築
行
為
等
を

　
行
う
場
合
に
お
け
る
前
項
の
適
用
に
あ
っ
て
は
、
同
項
中
「
三
百
平
方
メ
ー
ト

　
ル
」
と
あ
る
の
は
「
二
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
一
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」

　
と
あ
る
の
は
「
二
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

3
　
前
二
項
に
規
定
す
る
緑
化
計
画
書
は
、
第
十
一
条
ま
た
は
前
条
に
定
め
る
基

　
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
区
長
は
、
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
に
規
定
す
る
緑
化
計
画
書
の
認
定
を
受
け

　
な
い
で
建
築
行
為
等
を
行
お
う
と
す
る
者
ま
た
は
認
定
を
受
け
た
緑
化
計
画
書

　
の
内
容
に
違
反
し
、
も
し
く
は
そ
の
履
行
を
し
な
い
者
に
対
し
て
、
緑
化
計
画

　
書
の
認
定
を
受
け
る
よ
う
ま
た
は
認
定
を
受
け
た
緑
化
計
画
書
の
内
容
を
履
行

　
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｟
モ
デ
ル
地
区
の
指
定
｠

第
十
四
条
　
区
長
は
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る

　
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
み
ど
り
の
モ
デ
ル
地
区
｟
以
下
「
モ
デ
ル
地
区
」
と
い
う
。
｠
を
指
定
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
区
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
モ
デ
ル
地
区
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

　
あ
ら
か
じ
め
当
該
区
域
内
の
区
民
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

3
　
区
長
は
、
モ
デ
ル
地
区
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。

4
　
区
長
は
、
モ
デ
ル
地
区
を
指
定
し
た
と
き
は
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成

　
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
第
三
項
の
規
定
は
、
モ
デ
ル
地
区
の
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

｟
み
ど
り
の
協
定
｠
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｟
目
的
｠

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
品
川
区
｟
以
下
「
区
」
と
い
う
。
｠
に
お
け
る
み
ど
り

　
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
区
、
区
民

　
お
よ
び
事
業
者
が
一
体
と
な
っ
て
み
ど
り
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
図
り
、
も
っ

　
て
区
民
の
う
る
お
い
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
に
寄
与
す
る

　
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

｟
定
義
｠

第
二
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
み
ど
り
　
樹
木
、
樹
林
、
生
け
垣
、
草
花
、
草
地
等
を
い
う
。

　
二
　
事
業
者
　
商
業
、
工
業
、
建
設
業
そ
の
他
の
事
業
活
動
を
行
う
者
を
い
う
。

｟
区
長
の
責
務
｠

第
三
条
　
区
長
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ

　
び
育
成
に
関
す
る
施
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｟
区
民
お
よ
び
事
業
者
の
責
務
｠

第
四
条
　
区
民
は
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
み
ど
り

　
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
す
る
区
の
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
事
業
者
は
、
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育

　
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
す
る
区
の
施
策
に

　
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｟
計
画
の
策
定
等
｠

第
五
条

　区
長
は
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
と

　
と
も
に
、
み
ど
り
の
実
態
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

｟
自
然
環
境
の
保
全
｠

第
六
条
　
区
長
、
区
民
お
よ
び
事
業
者
は
、
み
ど
り
の
保
護
お
よ
び
育
成
に
必
要

　
な
大
気
、
水
、
土
壌
等
の
自
然
環
境
を
良
好
に
保
全
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

｟
保
存
樹
木
等
の
指
定
｠

第
七
条
　
区
長
は
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
み
ど
り
の
う
ち
、
特
に
保

　
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
み
ど
り
を
所
有
し
、

　
ま
た
は
管
理
す
る
者
｟
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
｠
の
同
意
を
得
て
、
保

　
存
樹
木
ま
た
は
保
存
樹
林
｟
以
下
「
保
存
樹
木
等
」
と
い
う
。
｠
と
し
て
指
定

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
区
長
は
、
保
存
樹
木
等
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
所
有
者
等
に
通
知

　
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
区
長
は
、
保
存
樹
木
等
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
標
識
を

　
設
置
す
る
と
と
も
に
、
保
存
樹
木
等
に
関
す
る
台
帳
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

4
　
区
長
は
、
保
存
樹
木
等
の
所
有
者
等
に
対
し
て
、
そ
の
維
持
管
理
に
関
す
る

　
指
導
、
助
言
お
よ
び
助
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｟
所
有
者
等
の
責
務
｠

第
八
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
存
樹
木
等
の
所
有
者
等
は
、

　
当
該
保
存
樹
木
等
が
常
に
良
好
な
状
態
を
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｟
届
出
｠

第
九
条
　
保
存
樹
木
等
の
所
有
者
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

　
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
区
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
保
存
樹
木
等
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
非
常
災
害
の
た
め

　
　
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
場
合
を
除
く
。

　
二
　
保
存
樹
木
等
が
滅
失
し
、
ま
た
は
枯
死
し
た
と
き
。

　
三
　
保
存
樹
木
等
ま
た
は
そ
の
存
す
る
土
地
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

品
川
区
み
ど
り
の
条
例
｟
平
成
六
年
三
月
三
十
日
・
品
川
区
条
例
第
十
九
号
｠
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